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群馬大学理工学部ＧＦＬ奨励賞表彰要項 

 

平成28. 2. 1  制定 

改正 平成30. 2.28 平成元.11.28 

令和 3. 4. 1 令和 6. 4. 1 

令和 6. 7. 3 

 

（趣旨） 

第１ この要項は、群馬大学理工学部（以下「本学部」という。）において、医理工グ

ローバルフロンティアリーダー（ＧＦＬ）育成コースに在籍する学部生（以下「ＧＦＬ

生」という。）に対するＧＦＬ奨励賞の表彰に関し必要な事項を定める。 

 

（表彰・基準） 

第２ 学部長は、大学院（他大学の大学院を含む。）への入学が許可されているＧＦＬ生

であって、次の各号のいずれかに該当する者について表彰を行うことができる。 

（１）卒業要件として本学部が定める授業科目の単位を優秀な成績で修得したと認められ

る者。 

（２）学会発表及び学術論文に係る賞の受賞その他研究活動及び学業において顕著な功績

があったと認められる者。 

（３）本学大学院への早期進学が予定されている者。 

２ 前項第１号に規定する卒業要件として本学部が定める授業科目の単位を優秀な成績で

修得したと認められる者とは、全学通算ＧＰＡ3.80以上の者又はプログラム首席の卒業

予定者であること。 

 

（受賞候補者の推薦） 

第３ 類長は、学部長に受賞候補者を推薦することができる。 

 

（被表彰者の決定） 

第４ 学部長は、類長からの推薦に基づきＧＦＬ統括委員会の議を経て、被表彰者を決定

する。 

 

（表彰の方法） 

第５ ＧＦＬ奨励賞の表彰は、学部長が表彰状を授与することにより行う。 

２ 表彰状の様式は、別紙様式第１のとおりとする。 

３ 前項の表彰状に添えて表彰楯を授与することができるものとし、その仕様は、別紙様

式第２のとおりとする。 

 

（表彰の時期） 

第６ ＧＦＬ奨励賞の表彰の時期は、学位記伝達式の日とする。 
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（事務） 

第７ ＧＦＬ奨励賞の表彰に関する事務は、学務係において処理する。 

 

（要項の改廃） 

第８ この要項の改廃は、ＧＦＬ統括委員会の議を経て、学部長が行う。 

 

（雑則） 

第９ この要項に定めるもののほか、ＧＦＬ奨励賞の表彰に関し必要な事項は、別に定め

る。 

 

附 則 

この要項は、平成28年２月１日から施行する。 

 

附 則 

この要項は、平成30年２月28日から施行する。 

 

附 則 

この要項は、令和元年11月28日から施行する。 

 

附 則 

この要項は、令和３年４月１日から施行する。ただし、第２第２項の規定は、令和３年

度の入学者から適用し、令和２年度以前の入学者については、なお従前の例による。 

 

附 則 

この要項は、令和６年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この要項は、令和６年７月３日から施行する。 
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別紙様式第１（第５関係） 

 

（備考） 

Ａ３横型 
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別紙様式第２（第５関係） 

 

（備考）  

 表彰楯の仕様  

   (1) 寸法 縦160mm × 横125mm 

   (2) 材質 ミラー板 

 


